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は じめに

　我 が国の 教員養成制度は ，第二 次世界大戦後大 ぎ く転換 した 。

　戦前 に お い て は ， 近 代学校制度発足 の 当初 よ り， 教 員養成制度は ， それを 目的 とす

る学校を特設 して
， そ こ で 行 うべ きだ とい う考え方に 基 づ い て

， 師範学校 （初等教

員）一高等師範学校 （中等教員）を本流 とし て形成 されて い た
。 もち ろん ， こ の 本流

の み で教員需要の す べ て が充足 され て い た わ けで は ない
。 小学校に つ い て は 4割 （昭

和10〜 14年）， 中学校 ・高等学校 （旧制）の 場合はその 大部分 を ， 師範学校系以外の

卒業者で 検定 （試験検定 ， 無試験検定） に よ り資格を得た 者 ， ない しは無資格者 で 充

足 して い た の で あ る。 しか し ， それ は あ くまで も師範学校に よる養成だけに よ る供給

で は ， す べ て の 需要を賄 うこ とが で きなか っ た か らであ り， や は り， 教員供給の 本流

は 師範学 校で あっ た 。 とくに ， 小学校 の 場合 ， 師範学校卒業者 は ， 数的に は 全 小学校

教員 の 半数で あ っ た が （最 も充実して い た 昭和 10年代で も 6 割強），本科正教 員だけ

に っ い てみれ ぽ約 8割を 占め て お り， 小学校 の 枢要 な地位をほ とん ど独占し て い たの

で あ る 。

　戦後 日本 の 教 員政 策は ， こ の よ うな戦前の 師範学校 を中心 とす る教員養成 を転換す

る形 で ス タ
ー

トし なが ら ， 戦前的方式回帰 へ の 指向 と葛藤 しつ つ 今 日に い た っ て い る

とい っ て よ い で あろ う。 本稿に 課せ られ た課題は ， こ の よ うな戦後 日本の教員政策の

展開 と今日の 争点を考察す るこ とで あ る。

1．　 戦後 H 本の 教 員政 策の展 開

　まず ， 戦後 の 教員政策 の 概略を審議会の 提言 と法改正 を 中心 に ， ク ロ ノ m ジ カ ル に

考察す るこ とに す る 。

（1） 昭和 21年 3 月31目
一

第 1次米国教育使節団報告書

上 越教育大学
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戦後 日本の 教員政策 と今 日の 争点

　師範系学校に よ る教員養成を改革す る動 きは使節団以前に もすで に 存在 した が ， 戦

後 の制度をつ くる最初の 契機 とな っ た の は ， 上 記報告書で あ っ た 。 報告書は ， 小学校

教員養成 に つ い て は ， 師範学 校を専門学校 また は単科大学に し 目的養成機関 とす る こ

と， 従来教師 として の 専門的準備教育を ほ とん ど行 っ て い なか っ た 一
般の 専門学校 ・

大学 に お い て も，師範学 校 と同様な計画的教員養成教育を行 うべ きで ある こ と，を勧

告 した 。

（2） 昭和 21年 12月27日
一

數育刷新委員会 「教員養成 に 関す る こ と」 を採択

　米国使節団 の 報告書は教 育刷新委員会で 受け止 め られ ， 論議された が ，　「師範学校

を …… 目的養成機関 とす るこ と」 とい う勧告 は容易に は受け入れ られず ，

一
般教養 ・

学問的教養を重ん ず る 「ア カ デ ミ シ ャ ン ズ 」 と教育科学的教養を重ん ず る 「エ デ ュ ケ

ーシ ョ
ニ ス ト」 との 間で 論争が展 開され ， 対立 論議の 結論 と して ， 第17回総会で 「教

員の 養成 は ， 総合大学及び単科大学に お い て ， 教育学科を 置い て ， これを行 う」 と決

議され ， 教員養成 は 大学 に お い て 行 うとい う大原則 が確立 された 。

（3） 昭和 22年 4 月 1 日一
学校教 育 法の 施行

　学校教 育法 にお い て
， 勅令で 定め られて い た 「国民学校令」等 の 各学 校令 とと もに ，

「教員免許令」が廃止 され ，　 「校長及 び教員の 免許状そ の 他資格に 関す る事項は ， 監

督庁が ，
こ れを定め る 。 」 とされた 。

（4） 昭和 22年 5 月 23日一監督庁の 定 め と して学校數 育法施 行規則 が定め られ る

　校長 ， 教諭，助教諭，養護教諭，養護助教諭 に つ い て免許状を 設 け る が
， 当分の

間 ， 校長 と教諭に は ， 「仮免許状を有する者を充 て るこ とが で きる」 とされた
。

（5） 昭和22年11月 6 日一教育刷新委員会 「教員養成に 関す る こ と（其の
一
）」及 び 「教

　員養 成に関す る こ と （其 の 二 ）」を建議

　（i＞小 ・中学校教員は 「学芸大学」 を設置 し て養成す る ， と同時に
一

般大学卒業者 で

教員 とし て必 要な課程 を履修 した 者は教員 に採用 で きる途 を 開 く， （ρ〉高校教員は主 と

して 大学卒業者か ら採用す る ，   学資支給制度 ， 服 務義務制度 は廃止す る ， （→教員養

成 は 官公 私立 い ずれ の 大学 で もで きる こ ととす る， とい う方針が決ま っ た 。

（6＞ 昭和 24年 5 月 31H 一
国立 大学設置法公 布

　師範学校 ， 青年師範学校 は ， 新学制の もとで ， 学芸大学 （北海道 ， 東京 ， 愛知 ， 京

都 ， 大阪 ， 奈良 ， 福岡の 7 大学）ない しは 国立総合大学に 包摂 され て学芸学部あ るい

は 教育学部 と して 発足す る こ とに な っ た
。 同

一府県内に 旧 制の 官立 高等学校 があ っ た

国立 大学 で は 教育学部 （18学部）とな り， そ の 他の 府県 の 国立 大学 で は 学芸学 部（19）

とな っ た
。　（東京学芸大学を 除 き， 学芸大学 ・学芸学部 は ， 昭 和 41年か ら42年に か け

て 教育大学 ・教育学 部に 名称が変わ っ た 。 ）

（7） 昭和 24年 5 月 31日一教 膏職 員免許 法公 布

　こ れ は 「教育職員 の 免許 に 関す る基準を定め ， 教 育職員 の 資質の 保持 と向上 を図 る

こ と」 （第 1 条） が 目的で ， 「教員養成 は 大学 で 」 と 「開放制」 の 2 大原則を基調 とす
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る もの で あ るが ， 具体的 に は次 の よ うな 諸点 が注 目され る。

（7） 校長，教 育長 ， 指導主事 も含め ， 教 育職員す べ て に免許状主義を と っ た こ と。

　（t） 教育職員 （養護教諭を除 く）の 資格 として修得を要求 され る科 目の 単位 は 大学

で 修 得す る こ と とした こ と 。

　（ウ） すべ て の 大学で 単位修得を行 い 得 る こ とと した こ と 。

　←r ） 教 員免許 に つ い て一
般教養 と専門 教育を不 可欠 の 要件 と した こ と 。

　（t） 免許状の 種類は，普通 免許状 ， 仮免許状 ， 臨時免許状の 3種類 とし ， 普通免許

状 は
一
級 と二 級に分け た こ と 。

　  　検定制度を設 け ，必 要単位 は ，大学 に お い て だ け で な く， 認定 講習また は 認定

通 信教 育 で も修得 で き るよ うに した こ と。

　  　免許状の 授与権者 を都道府県行政庁 （国 ・公立 学校の 校長 ・教 員 ， 教 育長 ， 指

導主事 は教育委員会 ， 私立学校 の 校長 ・教員 は知事） とし ， 免許行政の 地方分権化を

図 っ た こ と。

　 なお ，教 員の 基礎資格 は学士号 が原則 とな っ た が，大学 に 2年以上 在 学 し て 62単位

以上 修得 した者 に は ， 小 ・中学校 の 二 級免が授与 され る こ とに な っ て お り，教 員の 急

需 に 備えて教 員養成系 の 大学
・
学部に 2年課 程が 設 け られ ， 37年度 の 入学者 まで 存続

した 。

（8） 昭 和26年11月 16日一政 令改正 諮問委員会 （吉田首相 の 私的諮問委員会）　「教育制

　 度 の 改革に 関す る答 申」

　 答申は ， 戦 後の 教育改革を，過去 の 欠陥を是 正 し，　 「民主的な教育制度の 確立に 資

す る ところ 少 な くなか っ た」 と評価 しなが ら も， 「徒 らに 理想 を追 うに 急 で ， わが 国

の 実情に 即 しない と思 われ る もの も少な くなか っ た 」 と批判 し ， 国力 と国情に照 らし

た 再改革の 必要を主 張 した
。

　 こ の 考え方に 基づ い て ，　 「大学 は ，
二 年又 は 三 年の 専修大 学 と四年以上 の 普通大学

とに 分か つ こ と。 専修大学は 専門的職業教育を主 と す る も の （工 ， 商，農各 専修大

学） と教 員養 成を主 とす る もの （教 育専修大 学） とに分か ち ， 普通大学は ， 学問研究

を主 とす る もの と高度の 専門的職業教 育を主 とす る もの に 分 か つ こ と」 とし た 。 教育

専修大学は ， 高校 と大学 の 2 また は 3 年を合わ せ た 5 年制 また は 6年制 とす るこ と，

また ， 免許制度 は実情 に即す る よ う単純合理化す るこ と ， 教職教養課程 は必要最小限

度 に引 き下げ るこ と ， が提案 され て い る。

（9） 昭和28年 7 月30日一免許法改 正

　 開放 制の 原則 に よ り，教員養 成課程 が設置 され て い る大学 で は ， 免許法に 定め る必

要単位を取れ ば，国
・公 ・私の 別 な く教 員資格 が取得可 能に な っ た が，課 程設 置の 基

準は低 く， また い っ た ん 設置 され る と教員 の 欠員が生 じて も補充 し ない な ど， 教員養

成 の 充実 とい う点 で 種 々 問題があ っ た こ とか ら， 教員免許状資格付与課 程 の 認定 の 制

度 （課 程認定制度）が新設 され た 。 （第 5 条別 表第
一
備考）
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戦後日本の 教員政 策と今日の 争点

　これ は文部大臣が教養審に諮問 し て ， 免許状授与の 所要資格を 得 させ るた め の 課程

と して適 当 と認め る課程に お い て しか 単位を修得で きない よ うに した もの で ， 目的養

成を強化 す る もの で あ っ た 。

  　昭和 29年 1 月18日一中教審 「教員の 政治的中立 性維持に 関す る答申」

　「日教組の 行動が あま りに も政 治的 で あ り， しか もあま りに
一方に偏 向し て い る点

と ， その 決議 ， その 運動方針が組合員た る50万 の 教員を拘束 して い る点 とそ の 教員の

授業を受け る 1
， 800万 の 心身未熟の 生徒 ・

児童 の存在す る点」 を問題 と して 出された

答 申で ， （イ）文部省 と教育委員会 との 連絡を
一

層密接 に す る ， 〔ロ ）教職員は 退職後 ，

一
定

期間経過 し なけれ ば教育委員会委員の 選挙に 立候補で きない もの とす る （こ れ は 28年

7 月 25 日の 第 1回答申で も述べ られ て い る），的教科用 図書 以外の 図書 （例 えば ， 夏

休み 日記）を使用す る ときは ， あらか じめ 校長か ら教育委員会に 届けで しむ る こ と ，

が提案された
。

  　昭和29年 6 月 3 日一免許法改正

　教 養審が昭和 29年 1 月26日に 行 っ た答 申に基 づ い て
， 主 とし て 次の よ うな 点が 改正

され た 。

● 仮免許状 廃止 。 こ の結果 と して 大学 2年修了 ， 短 大卒業の 程度 の者 に 与 え られ た高

校教諭仮免許状は な くな っ た 。 （67年 3 月31日 まで は 教諭 の職 に あ る こ とが認 め られ

た が ， それ以後は 助教諭 とな っ た 。 〉

・ 大学 で 修得すべ き単位数 の 変更 。 小学 校
一
級普通 免許状の 場 合 ，教科専門 が24か ら

16に ， 教職専門が25か ら32に ， 中学校
一

級で は教科甲30乙 18が 甲40乙 32に ， 教職 20が

14に な っ た 。 また
， 中 ・高等学 校の 場 合 の 教育実習が 3単 位か ら 2 単位に 減 じ ら れ

た 。 小学校で は 教 職専門の ，中学校 で は教 科専門の 比重 が大 き くな っ た 。 小学校教員

の 目的養成 を更に 促進 し よ うとす る もの で あ っ た とい え よ う。

● 高校
一

級普通免許状の 直接養成 に よ る授与方式の 新設。
こ れは 大学院及び 大学 の 専

攻科が 整備 され て きた とい う状 況 に 基づ い て行われ た もの で あ る 。

● 高校助教諭免 許状 の 授 与資格を 大学 2 年修了以上 に 引上 げ 。 　（当分 の 間 は そ の 需給

状況を 考慮 し高校卒業以上 で よ い とされ た
。）

・ 現職教員 が上 級免許状を取得す る場合 ， 従来は必ず修得 しなければ な らなか っ た単

位 の
一

部又は 全部を教職経験年数 を も っ て か え るこ とが で きる規定 が新設 され た 。
こ

れ は長 期 にわ た り良好 な成 績で 勤務 しなが ら単位 を修得で きなか っ た 者 に 対す る特例

とし て 設け られ た もの で ある 。

● 校長 ， 教 育長 ， 指導主事 の 免許 状廃止 。
こ れ は 免許法簡素化 ， 行政簡素化 の 要請か

ら行わ れ た もの で ， これ らの 職員の 採用は 任用資格 とな っ た 。 （教 育公 務員特例 法 に

規定 され た 。 ）

  　昭和29年 8 月23日
一

中教 審 ， 義 務教 育学校教 員給与 に 関 して 答申

　 こ れ は い わ ゆ る富裕府県 と貧弱府県 との 間 に給与の 不 均衡 があ り， 遅払 い や 昇給 の
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困難が ある府県が ある とい う現状 に 照 らし て ， 教員 として の 職 務の 特殊性 に適応 した

給与制度を樹立す るこ と等が ， 要望と し て 指摘 され た
。

  　昭和33年 7 月 28日一中教審 「教員養 成制度 の 改善方策」 に つ い て 答申

　免許基準の 低下 ， 単位修得の 形式化 ， 教育実習の 名 目化 とい っ た 状況 が ， 開放的制

度に 由来す る欠陥で あ る として ， 以下の よ うな計画的養成 と現職教 育重視の 方向が種

種提案され た 。

● 教員養成を 目的 とす る大 学 ， 学部 ， 学科の 設置 ・認定

● 全員採用の ため の 就職 指定 制度

・
一
般の 大学で 所定単位を取得し て卒業 した者 に つ い て は ， 仮採用 の 制度を設ける 。

（い わ 中る試捕制度）

● 教員免許状 の 授与権者を国 とする。

● 現職教育の 計画化 （国 と地方公共団体）制度化 （大学に 研修課程を設置する ）

（i4　昭和37年 11月12日一教養審 「教員養成 制度の 改善に つ い て 」建議

　 こ れ は 昭和 33年 の 中教 審答申に つ い て い ろ い ろ と異論が あ り実施 に い た っ て い ない

こ とな どか ら行わ れ た もの で ， 基本的考え方は 中教審答申 と変わ らな い が ， す べ て の

教員採用者 に つ い て ， す なわ ち ， 目的 大学 と一般 大学の 区 別 な く， 「採用 の 後
一

年 の

試補期間を終えた うえで 実地 の 成績等 に つ き所定 の試験を 実施 し ， その 合格者に教諭

の 免許状を授与す る」 とい う提言 がな され た 。

  　昭和 40年 6 月 22日
一

教養審 「教員養成の た め の 教育課程の 基準 に つ い て 」建議

　教 師 に な る の に ふ さわ し い 専門教育科 目の 単位を大 幅に ふ やす ， 小学 校教員は 全教

科担 当を建前 とし ， 中学校教員は 専科制を原則 とす る ， 小学校教員の養成 に当た っ て

は教室で す ぐに 役立 つ 教科教 育の 研究時間をふ やす ， 私立 大学 ・学部の 学生に は い く

つ か の 単位を規制するだ けで 従来の 開放制度 をひ きつ ぐ， な どが提案され て い る 。

  　昭和 41年 2 月17日一
教養審 「教育職員免許法の 改正 に つ い て」建議

　「基礎資格を修士 の 学位を有す る こ と とす る 免 許 状 ， 学 士 の 称号 を 有す る こ と とす

る免許状 お よ び短 期大学 を卒業す る こ と とす る免許状」 を設 け ， 「免許状を取得す る

ため に 必要 な最低修得単 位数」を 引 きあげ ，
こ れ を 「教員養成を 目的 とす る大 学 とそ

の 他の 大 学 とに共通の 基準」 とす る 案が提案され た 。 こ の 建議 に基づ い て 41年 4 月 8

日に 「教育職員免許法等 の
一

部を改正す る法律案」が 国会に 提出され たが 日の 目を見

なか っ た
。

  　昭和 46年 5 月 28日一 「国立及 び 公立 の 義 務教 育諸学校等の 教職員の 給与等に 関す

　 る特別措置法」公 布

　 47年 1 月か ら教 職調整額の 支給措 置 （教員 に は 超過勤務手当を 支給 し な い か わ りに

俸給 の 4 ％相 当額を支給す る措置）が と られ るこ とに な っ た 。 こ れ に よ っ て 戦 後に お

け る教員独 自の 処遇改善措置が始 ま っ た 。

  　昭和 46年 6 月11日一中教審 「今後に お け る学 校教育の 総 合的 な拡 充整備の た め の
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　基本的施 策に つ い て 」答申 （い わ ゆる四六答 申）

　「初等 ・中等教育の 改革に 関す る基本構想」の
一

環 として
， 次 の よ うな 「教 員の 養

成確保 とそ の 地位の 向上 の た め の 施策」 が提案され た 。

　  中等教員 の あ る割合及 び初等教員は 教員養成大学で 養成 する
。

　  教員養成大学の 整備拡充。 特に 義務教育諸学校の 教員 の 確保の た め ， その 計画

　　的な養成 と奨学制度の 拡充を 図る 。

　  1 年程度の 試補制度を検討す る。

　 
一般社会 人を受け 入れ るた め ， 検定制度を拡充す る。

　  　教 員の うち高度の 専門性を もつ 者 に特別の 地位 と給与を与え る制度 を 創 設 す

　　 る 。 その
一

方法 として 教育に 関す る高度の 研究 と現職 の 教 員研修を 目的 とす る高

　　等教 育機関 （大学 院）を設け る。

　  教職 へ の 志望を助長す る とと もに 高い 専門性 と管理 指導上 の 責任に 対応 す る給

　　与体系を確立す る
。

　また ， 「学校 内の 管理組織 と教育行政体制の 整備」 と して ， 「各 学校が， 校長 の指導

と責任の も とに い きい きとした教育活動を組織的に 展開で きる よ う， 校務を分担す る

必 要な職制を定め て校 内管理 組織を確立す る こ と」， その た め 「校長を助けて 校務を

分担す る教 頭 ・教 務主任 ・学 年主 任 ・教科主任 ・生徒指導主 任な どの 管理上 ， 指導上

の 職制を 確立 し なければ な らない 」 と提言 され た
。

  　昭和47年 7 月 3 日一教養審 「教員養成の 改善方策に つ い て」建議

　四 六答申を も考慮 しな が ら，　「引き続き幼稚園教員 ， 高等学校教員お よ び特殊教 育

教員の 養成の あ り方な らび に免許状の 種類 お よ び免許基準の 改善 ， 教員資格取得の 道

の 拡充 ， 教員の 研修の 改善充実 な どの 検討課題に つ い て 」 審議され ， 次 の よ うな こ と

が建 議された 。

　  教員養成の た め の 教育課程を 「最近に お け る諸科学 の 発展 と技術の 開発の 成果

に即応 しっ っ
，

一
般教育科 目， 基礎教 育科 目， 専門教育科 目 （教科専門科 目 ， 教職専

門科 目） な ど の 各分野の 機能 や特色 を生 か し て ，総合的 ， 弾力的な履修が可能 とな る

よ う
’
に す る」 とい う観点か ら， 教職専門科 目を ， （i）「教育課程の 研究」， （ti）「教

育実習」， （皿 ）「教育の 本質 と目標 に 関す る もの」 で 構成す る 。 （丗）は 「児童の 心 身

の 成長 と発達 に 関す る もの 」
『
「教 育に係わ る社会的 ・ 制度 的 ・ 経 営的 な事項 に 関す る

もの 」　「教育方法に 関す る もの 」な ど， とな っ て い る 。

　  免許状 の 種類を ， 普通 ， 上級 ， 初級 の 3 種 とす る。

　  現職教員が教 職経験 の み を もっ て
一

級普通免許状を取得で きる現行制度の よ う

な仕組み は廃 止 す る 。

　  職業生活や 自己研修な どに よ り専門的なすぐれ た能力 を身 に つ けた者 に対 し て

も教 員 の 資格 を取得す る道を開 き， 教職に 人材を迎 え入れ る とと もに ， あわ せ て 大学

に お け る養成 に な じみ に くい 分野な どの 教員の 確保を 図るた め ， 教員資格認定制度の
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拡充を 図る。
い わ ゆ る社会人の 導入で ， 初等教育教員に つ い て も考慮すべ きだ とされ

て い る 。

　   新任教 員 に つ い て は ， 採用 後 1 年程 度の 実地 修練を行わせ る こ とを 目標 に ，組

織的 ， 計画的な初任者研修を実施す る 。

　   現職教 員の 研修を 目的 とす る新構想の 大学院を創設 す る 。

  　昭和49年 2 月 25 日一 「学校教 育の 水準の 維持向上 の た め の 義務教 育諸学校 の教育

　職 員の 人材確保 に 関す る特別措置法」 （い わ ＠る人確法）公布施行

　 こ れ に よ っ て義務教育諸学校教員を 中心 とす る教員独 自の 給与改善措置が 計画的 に

実施 され る こ とに な っ た
。 49年 に 第 1次 ， 50年 に 第 2 次 ， 51年 に 第 3 次前半分 ， 53年

に 第 3次後半分 の 改善が行われ ， 教員の 給与水準が か な り向上 した 。 例 えば ， 小 ・中

学校教諭 の 場合 ， 47年当時 は ， 都道府県の 係長級 と課長補佐級 の 中間の 水準で あっ た

もの が ， 課長級 と部次 長級 の 中間水準に な っ た 。

　 この 効果 とし て は ，   大学入 試で ，教員養成学 部の 志願率が全学部中最高 とな っ て

きた こ と ，   各都道府県 に お け る教員採用 試験 の 応募者が急増 し ， そ の 競争率が戦後

最高の 倍率 とな っ て きて い る ， とい っ た こ とが指摘 され た 。

  　昭和49年 6 月 1 日一
学校教育法 の 一

部改正 に よ り， 教頭が管理職 とし て 法律化

　学校教育法制定 当初 （昭和22年） に は ， 教頭 の 制度は な く， 昭和32年12月 「学校教

育法施行規則」 お よび 「国立学校設置法施行規則」 の
一

部改正 で ， 制度上お くこ とが

認め られた 。 さ らに ， 35年 に は 管理職手 当が支給 され る よ うに な っ た 。 しか し，それ

は省令上 の 制度で あ っ た 。 それ が全 国公 立学 校教頭 会を 中心 に した運動を背景 に ， 四

六 答 申に 基づ い て
， 教 頭職 の 法律化が実現 した もの で ある 。

  　昭和50年 12月26日一
学校教 育法 施行規則 の

一
部改正 に よ り主任職が制度化

　 こ れ も教頭職 とな らん で 四 六 答申に お い て 提言 され て い た もの で ある。

鱒　昭和53年 6 月 16日
一

中教審 「教員の 資質能力の 向上 に つ い て 」 答申

　教 員の 養成 と採用 ・研修に つ い て 改善方策が提言 され た 。 養成 に つ い て は ，　「開放

制 の 原則を維持すべ きで あ るが ， 高等教 育の 規模 の 拡大 と ともに 教員免 許状を取得す

る者 と実際 に教 職に 就 く者 との 数に 著 しい 開 きが生 じ ， 教育実習その 他実際の 指導力

を養 うた め の 教育に 不十 分な面 が見 られ る 。 」 とい う状況 を 改善す る た め ，   十分な

教職経験 と教育研究上 の 実績を持 つ 者を進ん で 大学 に 招致す る ，   教育実習 を 円滑に

行 うた め ， 関係機関に よ る地域的な連携 ・協力の 組 織を設け ，実習協力校の 整備を図

る，  教員養成 大学 ・学 部の教育研究 条件の
一

層の 充実 を 進 め ， 大学院の 整備を図

る ， とい うこ とが当面 の方策 と して 示 された 。

　採用 ・研修に つ い て は ，   採用 の 方法 ・決 定時期を ， 人材 確保 の 見地 か ら 工 夫 す

る ，   教員が年齢 ・経験 に 応 じて研 修を受け られ る よ うそ の 体系的整 備 ， 国 ・都道府

県 ・市町 村間の 調整 を図 る，  教員の 自発的 研修を奨励す るため ，校 内 ・学校間の 研

修活動が よ り活 発に 行わ れ る よ う配 慮す る，  初 任者研修 を充実 し ， で きるだ け長期
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閲実施で きる よ うに す る ， 将来 は ， 採用後 1年程度の 実地習練を実現す る ，   現職教

員が大学 の 学部や大学院で 研修を行 う機会を拡充す る，  研修期間 中の 代替教員に つ

い て 必要 な措置を講ず る ， そ の 際 ， 退職教員の 活用 に つ い て 配慮する ， とい っ た こ と

が提案され た
。

  　昭和 53年 10月一兵庫教育大学 と上 越教育 大学開学 。 （鳴門教育大学は 昭和 56年 10

　月 に 開学） こ れ ら 3 大 学は 修士 課程 の 定員の 約 3 分の 2 を 3年以上 の 教職経験を も

　っ 現職教員を対 象に した新構想教育大 学で ， 四 六 答申お よび 47年 の 教養審建議の 提

　案が 実現 した もの で ある。

  　昭和57年 5 月31日一
文部省初等中等教育局長 「教員の 採用及び研修に つ い て 」各

　都道府県 ・指定都市教育長 宛て 通知

　採 用 に 関 して は ，選考方法 の 多様化 （面接 ・実技の 重視， ク ラ ブ活 動や 奉仕活 動等

の 経験 ・教 育実習の 履修状況の 評価）， 試験内容 の 工 夫 ・改善 ， 採用 内定時期 の 早期

化が
， また

， 研修に つ い て は ， 体系的な整備 ・ 充実 ， 校内研修の 改善充実 ・新任教員

・中堅教員 ・管理職 の 研修の 充実 ， 研修指導者 の 確保に つ い て 示 されて い る 。 特に 目

新 し い 内容で は ない が ， 文部省が こ の よ うな通知を 出した の は こ れ が は じ め て で あ

る 。

20　昭和58年11月22日一教養審 「教員の 養 成及 び免許制度 の 改善に つ い て」 答申

　 「学校教育に 関す る諸問題が 複雑多様化 して い る状況 の 下 で ， 教員の 養成 ・免許制

度に つ い て適切な改善を 加える こ とは と りわ け急務 で あ る 。 」 とい う認識 に立 っ て，

免許状の 種類 ， 免許基準な どに つ い て の 提言が行われた 。

　 免許状の 種類 に つ い て は ， 新た に 大学院修士 課程修了 程度を基礎資格とす る免許状

（特修免許状）を設 け る こ と （学部卒 ， 短大卒程度を基礎資格 とす る もの trこ は ， それ

ぞれ 「標準 免許 状」，「初級免許状」 とい う名称 が与え られ て い る 。）， 免許基準 に つ い

て は ， 免許状の 授与に 必要な最低修得単位数を教職 に 関す る専門教育科 目，特に 教育

実習 を 中心 に 引き上げる こ と ， そ の 履修 内容 ・方法の 多様化 ・弾力化な どが提言 され

て い る 。 また ， 1年程度の 新任教 員研修 ，免許状 の 上進 に つ い て 15年の 在 職経験 の あ

る者 は単位修得を要 しない として い る制度の 廃止 ， 社会人導入 の ため に 教員資格認 定

試験を拡充す る等 も示 され て い る 。

　 基礎資格を修土 課程修了程 度 とす る免許状を ， 高校 の 教員だけで な く他 の 段階 ・ 種

別の 教員 に も設け る とい う案は ， 41年 2 月 の 建議で 出 され ， 同年 4 月に は それ を実現

す る た め の 法改正案が 国会に 提出 されな が ら，結局廃案 に な り， さ らに 47年の 建議で

提 案され て い た が ， 今回 はその 具体的 な免許基準も示 された
。 し か し ，

こ れ も59年 3

月 に 改正法案が国会 に 提 出さ れた が 成立 し な か っ た
。

　 教員資格認定制度 の 改善等を通 じて ， 優れ た 社会人を 教育界 に 迎 え 入 れ る こ とに つ

い ては ， 60年 4 月に 文部省 に 調査 研究 協力者会 議が設 け られ て 積極的 な検討が始 め ら

れ た 。
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劬 　昭和61年 4 月23日
一

臨教 審第二 次答申で 「教員の 資質向上 に っ い てG 提言

　  教 員養成 ・免許制度の 改善，   採用 の 改善，   初任者研修制度の 創設 ，   現職研

修の 体系化 ， の 四側面 に つ い て提 言 され た 。   に つ い て は ， 教職課程を とらなか っ た

学生や社会人で 教員免許状の 取得 を希望す る者の た め ， 半年か ら 1年程度の 教職 に 関

す る特別の 課程を設置で きるよ うに する こ と，社 会人 の 活用 を図 るた め ， 都道府県教

育委員会 で 認定 で きる特別 の免許制度を創設 した り， 免許状を有 しな くて も教科の
一

部領域に 係わ る授業 を非常勤講 師 が担任 し得 る よ う免許制度上の 特別措置を講ず るこ

と ， が提案され て い る 。

　初任者研修制度や特別免許制度に つ い て は ， 第二 次答 申が出 され て
一か月後に ， 第

一
次答申 （60年 6 月26日） が提 案され た 厂六 年制中等学校」 に対応す る新 しい 免許 と

な らん で
， 教養審に 諮問され た が ， 文部省で は 64年度か ら実施す る方針を決め，その

準備 に と りか か っ た
。

鰺　昭和62年12月 18日一教養審 厂教員の 資質能力 の 向上 方策等に つ い て 」答申

　 これ は 58年の 答申に おけ る 「提言を参酌 し ， 幼児 ・児童 ・生徒の 状況や社会の 進展

に対応 して 学校教育の 内容を改善 し て い くとい う観点， 及び ， よ り広 く人材 を学校教

育に 導入す る とい う観点 に 立 ち ， 他 方にお い て ， 大学 にお け る養 成 に 引 き続 き， 新た

に 初任者研修制度を実施 に 移す 必要が ある との 認識を踏 まえ つ つ ，改め て 検討を行 っ

た 」結果 に 基づ い て 出 された もの で あ る。

　答申の 内容は ， 1．養成 ・免許制度の 改善 と2．現職研修の 改善か ら成 っ て い る 。 L に

つ い て は ，   小 ・中学校な どに も大学院修士 課程程度を基礎資格 と す る 「専修免許

状」を 創設 し ， 免許状の 種類を 「専修」 「標準」 「初級」 の 3 本立 て に する
，   「特別

免許状」「教職特別課程」「特別 非常勤講師制度∫を 設け る ，   免許状取得 に 必要な専

門科 目の 単位数を教職専門科 目中心 に 引 ぎ上 げ る （標準免許状 の 場合 ， 現行一級一高

校は 二 級
一よ り 2 割強 ， 中 ・高校で 1 〜 3割 弱ア ヅ プ），   教育実習は新た に 大学で

の 厂事前及 び事後指遵」 を加 えて 小 ・中 ・高校 と も 1単位増 とするが，受け 入れ 校の

負担 増を避け るた め 実習期間 は 現行通 り （小学校 4 週間 ， 中 ・高校 2 週間） とす る ，

な どが提言 され て い る 。 現職研修 に つ い て は ，臨教審第二 次答申の 提言 とほ ぼ 同様で

あ る 。

2．　 今 日 の 争 点

　以上 ， 第二 次大戦後 に お け る我が国 の 教員政策の 展 開を ， 単調 さを い とわず ク ロ ノ

ロ ジ カ ル に 列挙 して み た 。 政策の 展開過程に は ， 支持 ， 促進 ， 要求 と同時 に強い 反対

や疑義を表 明す るプ V ッ シ ャ
ー ・グ ル ープが存在 した が ， そ こ に は 太 い 政 策の 流れ を

読み 取 る こ とがで きる 。 そ して ， その 流れ に は ，い くつ か の 間 題や矛盾が含 まれ て い

る。 これ らを理 念 と現実の 両 レ ベ ル に お い て い か に整合 化す るか が ， こ れ か らの 教員

政 策の 重要な課題 の
一

つ の よ うに 思わ れ る 。
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　前節に 列挙 した政策 の 中に は ， 29年の 中教審答申の よ うに ， 教員の 政治的行動の 統

制 に か か わ る よ うな もの もあ り， こ れに 関連す る もの とし て ， 教員の 勤務評定を め ぐ

る行政当局 と組合 との 間の コ ン フ リ ク トがあ るが ， 全体 とし て み るな らぽ ， 戦後の 教

員政策は ， 高い 資質の 教員を確保す る とい う観点 か ら， 給与水準の 引 き上げに よ っ

て ， 教職 へ の 経済的 イ ソ セ ソ テ ィ ブを 高め なが ら， 基礎資格 の 高度化 と現職研修 の体

系化 を図ろ うとす る もの だ っ た とい え よ う。

　 まず ， 基礎資格に つ い て み て み よ う。 学士 号が原則 とされ なが ら ， 当初は ， それ で

は 需要を みた す こ とが不可能 で ある こ とか ら， 2 年課 程や 仮免許状 が存在した 。 政 令

改正 諮問委員会は 「国力 と国状 に照 らし」て 2年 また は 3年の 専修大学案を提言 した 。

しか し，仮免許 状は 29年に ， 2 年課程は 38年度の 入学者か ら廃止 された 。 さ らに
，

47

年に は教 養審建議で ， 小 ・中学校教員 に も修士 課程程度の 上級免許状が提言 され ， そ

れが 法制化せ ず に ， 専修免許状 とい う名称で 今日に い た っ て い る 。

　 また
， 29年に 高校一

級普通免許状の 直接養成方式 が ， 大 学院お よび 大学 の 専攻 科が

整備 され て きた とい う状況 に基 づ い て 新設 された こ とも， 教員資格 の実質的高度化 へ

の 政 策的指向を示 す もの とい えよ う。 また ， 29年に は ， 現職教員が上級免許状を取得

す る場合 ，
つ ま り， 二 級免許状保持者 が一級免許状を取得す る場合 ， 必要単位の 一

部

また は全部を教職経験年数を もっ て か え る こ とが で きる規定 が新設 され たが ， 58年 の

教養審答申で は ， 免許状 の 上 進 に つ い て 15年の在職経験の ある者 は単位修得を要 し な

い として い る制度は 廃止す べ きだ として い る 。 62年の 教養審答申で は ， 「教員 に は 現

職研修が強 く望まれ る こ とか ら， 在職年数 の み に よ り免許状を取得す る こ とが で き る

こ ととす る こ とは適当で は ない
。 」 とや や後退 した観 が あ る が ， 考 え方 に 基本的 な変

イ匕をよなし、
。

　 以上 の よ うに ， 戦後 は教員資格を免許状の 取得を基本 と し ， その 免許状の レ ベ ル ・

ア ッ プ を図 りなが ら， 上級の 免許状を取得す る に は経 験で は な く フ ォ
ーマ ル な機関で

の 組織的教 育を受け るこ とにす る こ とが指 向されて い る。 現職研修 も， 校 内研修の 重

要性が強調 されて はい るが ， や は り， 初任者研修を は じめ として ， その 体系化 が促進

され て きて い る 。

　 しか し ，

一
方で は ， 免許状を取得 し て い ない い わ ゆ る社会人 に 教職へ の 道を 開こ う

とし て い る 。 現在で も ， 免許状を持た ない 者に 教職 へ の 道を 開く制度 とし て教員資格

認定試験制度が あるが ，現在実施 され て い る認定試験は ， 小学校の 二 級普通免許状 ，

高校にお け る特定の 教科 ・領域 （「看護」， 保健体育の教科の 「柔道」 と 「剣道」， 工

業 の教 科 の 「建築」， 「デ ザ イ ン」， 「イ ン テ リア」 の 領域 ，商業の教科 の 「計算実務」

の 七 種 目）， 特殊教 育に お ける特定の分野 （「聴覚障害教育」， 「肢体不 自由教育」，「言

語障害教育」） に 限定 され て い る 。 しか し ，
い ま政策的 に 構想 され て い る社会人導入

案 は こ の よ うな限定的な もの で は ない
。 62年 の 教養審答申に お い て は ， 特別免許状は

　「現行の 教育職員免許法で 定め る 中学校 ・高等学校の 各教科及 び教科の 領域の
一

部に
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係わ る事項 並 び に 特殊教 育諸学校の 特殊の 教科 （養護
・
訓練を含む 。）の 免許 状 に つ い

て 授与す る もの とする 。 また ，学校や地 域 の 実情等に 弾力的 に 対応で きる よ うに す る

た め ，例 えば，小学校の 音楽 ・ 図画工 作 ・ 体育等の 個 々 の 教科 ， 又 は 中学校 ・高等学

校 ・特殊教育諸学校に つ い て 設置者が定め る教科 の うち ， 都道府県教育委員会が必 要

と認め る教 科 に つ い て 授与す るこ とがで きる もの とす る。」 とされ て い る もの で あ る。

また ， 教職特別 課程 は ， 大 学に お い て 教職課程 を とらなか っ た 者が教員免許状を取 得

す る機会を拡充 し よ うとす る もの で あ り， 特別非常勤 講師制度 は ， 社会 的経験の ある

者 で教員免許状を有 し ない もの が ， 本来の 職業を 持ち なが ら， 教 育活動に適宜 参加 す

る こ とが で きる よ うに す る こ とが狙 い で あ る 。 す なわ ち ， 従来 の 教員資格認定試験制

度は ， 需要をみ たす供給が困難 な部分を補完 し よ うとす る もの で あ っ た の に対 して ，

今 日の 構想は ，少な くとも量的 1こ は 供給 に不 足 が ない とこ ろ に も社会的経験 や各種 の

資格 な どを有す る者で 代替させ よ うとす る もの で ある 。 58年の 教養審答 申 がは じめ て

社会人 の 導入 を提言 した の に 呼応 し て 文部省が60年 4 月に 設けた 「教 員資格認定制度

等に 関す る調査研究協力者会議」 が
，

61年 7 月 8 日に 発表した 中間報告 「学校教育 へ

の 社会人 の 活用 に つ い て」 は ， 社 会人 の 活用 の 意義 として 次の よ うな 4 点を あげて い

る Q

　  学校教 育は ，豊か な入格，多様な個 性 を備えた 教員が相 互 に 啓発 し な が ら協 同

し て教 育活動を展開 して い くこ とが 望ま し く， 教員組織の 中に ， 社会的 経験を持 っ た

者が加わ る こ とは ， 学校 に 刺激を与え ， その 活性化に 寄与す る 。

　  　大学に お い て教員養成を受けなか っ た 者や 大学 へ 進学 しなか っ た 者 の 中 に も，

自ら研鑽を積み ，あ る い は 長 い 職 業生活の 経験 を経 る こ とな どに よ り， 教育者 にふ さ

わ し い 資質を そ なえ ， 教 員に 必 要な専門的 な知識 ・ 技術な どを 身に つ ける に 至 っ た者

も少な くない 。

　   学校教育が，今後 ， 児童生徒の 個性や能力 に 応 じ充実 した 活動を展開 し て い く

とと もに ， 産業構造の 変化 ， 情報技術革新の 進展な どに 的確 に対応 して い くた め に は，

地域や社会 あ るい は 民 聞企 業 に 蓄積され て い る ノ ウ ・ハ ウを効果的 に 活用す る必要 が

ある 。

　   今後，学校に お い て は ，正規の 学 習指 導以外に もカ ウ ソ セ リ ソ グや 部活動な ど

を通 ず る多様 な教育指導の 充実 が求め られ るが， こ れ らの 分野 で は，豊か な社 会的 経

験 を有す る者 の 活躍す る余地が多い
。

　 以上 に 列挙 した 社会人導入 の ラ シ ョ ナ
ー

ル （論理的根拠）の うち ，   と  は
一

応首

肯で きる。す なわ ち，制度化 され た教員養 成 シ ス テ ム の 中で 急激な変化に 対応 して 生

ず る 新 し い 知 識や 技術を 身に つ けた教 員 を供給す る こ とは 困 難 で あ る し，学 習指導以

外 の 分野 で は 教職 とい う閉 じられ た 世界 以外 で の 広い 経験 が求め られ る こ とが多い で

あろ う。
しか し

， 疑問 は ある 。 は た して 学校教 育で ， 企 業が蓄積 し て い る ノ ウ ・ハ ウ

を教 え る必要が あ る の だ ろ うか 。 それ よ りも， 企業に その 蓄積 した ノ ウ ・ハ ウ を 学校
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教 育の教材に 提供す るこ とを期待 で きるだ ろ うか 。 ノ ウ ・ハ ウ に も， 個別企 業が開発

した い わ ぽ 秘密的な もの か ら ， 社会全体 に 通用 す る一般的 な もの まで ， さ まざまな レ

ベ ル が あるで あろ うが ， 学校が期待 で きる の は ，

一
般的性格を もつ ノ ウ ・ハ ウ だ け で

あろ う。 もし そ うで ある な らば ， 特別 に企 業入を わ ざわ ざ教 職 に導入す る まで もな い

の で は なか ろ うか 。 また ，学習指導以外の 分野に は ， 豊 か な社会的経験 が求 め られ る

場 合が 多 い で あろ うが ， 部活動 な どは 社会教育 との 連携の 中で で きる の で は ない だ ろ

うか 。 学社連携は つ とに そ の 重要性が指摘 され て きて い る と こ ろで あ るが ， こ れ との

関係を どの よ うに考 ％．tcらよ い の だ ろ うか
。

　 次に ， さ らに疑 問で あ るの は ，   と  で ある 。 教員組織の 中に ， 社会的経験を持 っ

た者が加わ るこ とは ， は た して 学校に 刺激を与え ， その 活性化 に寄与する で あ ろ う

か 。 制度化 され た高度 の 専門教育を受けて 免許状を取得 した老を中心 とす る集団の 中

に ， 専門教育を受けて い な い 無免許者が，検定 の よ うな方法で 入 っ て くる こ とに よ っ

て
， 学校は 刺激を受け る で あろ うか 。 制度化 された専門教 育を受け な くて も， 自己研

鑽 に よ っ て 専門的知識 ・技術を習得した 者に も専門職 へ の 入 職資格を付与 す る こ と

は ， 「人 々 の 生 涯 を通ず る 自己 向上 の 努力を尊び
， それを 正 当に 評価す る ， い わ ゆ る

学 習社会 」 （56年 中教 審答 申 「生涯 教育に つ い て 」）の 精神 に合致 し て い るが ，もしこ

の 精神を真に 実現 し よ うとす る な らば，教員資格の 授 与は すべ て検定 に よ る べ きで あ

ろ う。 結果 だけ で な く過程の 意義を重要視す る養 成制度を一
方で 強化 しなが ら ， 他方

で
一

定時 に お い て 到 達 して い る結果 の み を重視す る検定制度を併用す る こ とは ， 多 く

の 教員養 成大学 ・学部がい わ ゆ る ゼ ロ 免 コ
ース を 設置す るに 至 っ た 現実 に照 らして 見

る とき，首 を傾け ざるを えない が ， 問題は 教師の 資質に か か わ る基 本的 な とこ ろ に あ

る よ うに 思わ れ る 。

　 す な わ ち ， 教 師 に は
一

般教養 ・学問的教養があ りさえすれば よ い の か
， 教職教養が

重視 され なけれ ぽな らな い の か ， とい う教師の 資質 ・能力に か か わ る基本的な考え方

が揺れ 動い て い る とこ ろ に 問題があ るの で ある 。 こ の 問題は 第二 次大戦直後 ， 教育刷

新委員会 に お い て い わ ゆる
一

般教養 ・学問的教養を重ん ず るい わ ゆる 「ア カ デ ミ シ ャ

ン ズ」 と教 育 科学的教養を 重ん ず る 「エ デ ュ ケ ーシ ョ
ニ ス ト」 との 間に お い て論争が

展 開 され た とこ ろで あるが ， 結局 こ れが深め られ な い ま ま今 日 まで 尾 をひ い て い るの

で あ る 。　「一般教養 とい うもの を十 分身に 備えて お けぽ教職的教養 とい うもの は あ る

意味で 自然 に 工 夫が つ い て い く。 」と い う両者を折衷す るよ うな見解 もあ っ た が
，
こ れ

らの 諸見解が止 揚 され ない ま ま ， それぞれを制度化 して い こ うとして い る とこ ろ に基

本的な問題が ある とい えるの で は ない で あろ うか 。 教職専門を よ り重視す る方向で の

教員養成 カ リ キ ＝ ラ ム 改革の 問題 ， 専修免許 状新設 の 問題 ， 現職研 修の 在 り方の 問 題

な ど ， い ずれ もこ の 基本的問題に 帰着す る 。 開放制 vs 目的大学論の 構造 に つ い て は ，

潮木が 「教 育社会学研究」 第28集に お い て 考察 し て お り， それ は 10年後 の 今 日 に お い

て も基本的 に変わ る とこ ろ は な い が ， や は り， 「ア カ デ ミ シ ャ ン ズ 」 vs 「エ デ ュ ケ ー
シ
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ヨ
ニ ス b」の 論議を，初等 ・中等学校に お け る教育内容の 高度化 ， 社会変化の 急激化

な どの 背景の もとに ， あらた め て 深め て い くこ とが教育に か か わ る者に と っ て の 重要

な課題で あろ う。
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